
共済組合では、各種貸付事業を実施しております。
臨時に資金が必要となる場合はご利用ください。
なお、クレジット払いについては、貸付対象になりません。
また、貸付金額は10万円単位で端数は切り捨てとなります。

共済組合の貸付けのご案内

申込み期限：毎月 15 日
　（休祭日の場合は翌開庁日）必着
送　金　日：翌月 21 日
　（休祭日の場合は銀行等の翌営業日）

一般貸付け 住宅貸付け・介護構造貸付け教育貸付け

お問い合わせ
経理・貸付班　043-223-4122

＊貸付限度額　200万円
＊年利　1.32％
＊最長 10年返済
（生活資金や借金返済の利用は不可）

＊貸付限度額・年利
　・住宅　1,800万円　1.32％
　・介護　   300万円　1.06％
＊最長 30年返済

＊貸付限度額　550万円
＊年利　1.32％
＊最長 20年 10か月返済

　他に、「住宅災害」「災害」「結婚」「医療」「葬祭」等の貸付を行っております。
　詳細については、共済組合 HP もしくは「互助会 Diary」等でご確認ください。

お問い合わせ
経理・貸付班　043-223-4122共済貸付利率のご案内

（令和元年 10 月・11 月貸付分適用 ）

※貸付けの金利は、変動金利です。
※平成 19 年 3 月までに貸付けを受けた方については、（Ａ）の利率のみが適用されます。

種　　別 年利（Ａ） 保険料充当金率（Ｂ） 実質利率（Ａ）＋（Ｂ）
一般、住宅、教育、医療、結婚、葬祭 1.26%

0.06%
1.32%

住宅災害、災害 0.93% 0.99%
介護構造部分に係る住宅・住宅災害 1.00% 1.06%

住宅貸付けなどの返済は、長期間にわたります。返済中に想定されるリスクは、できる限り回
避したいものです。
「だんしん」と「債務返済支援保険」は、借受人の方やご家族の返済中の安心をサポートします。

対象貸付けの借受人のうち、すでに約8割の方が加入されてい
ます。（平成30年度末時点）

（例）

＊返済による貸付金残高の減少に伴って、保険料充当金は毎年低
減します。
＊保険料充当金は見直される場合があります。

＊保険料充当金は見直される場合があります。

団体信用生命保険のことで、借受人の方が、返済中に万一死亡
したり、所定の障害状態となった場合に、貸付金残高（債務）
相当額が保険金として支払われる制度です。

借受人の方が、返済中に病気やケガで長期間就業障害となっ
た場合、毎月の返済金相当額（平均返済月額）が保険金として
３年を限度に支払われる制度です。

住宅貸付け・住宅災害貸付け・介護構造部分に係る貸付け・教育貸付けを　返済中の皆さまへ

募集期間
令和元年10～11月 団信制度の中途加入募集を行います

年に一度の
チャンスです!!

万一のために 気になる保険料充当金は

だんしん

債務返済支援保険

とは

とは
債務返済

お申込方法は

募集期間中に加入を希望される場合は、「団信制度適用申込書」に必要事項を記入の上、ご提出ください。
お申込方法等の詳細に係るお問い合わせ先： 公立学校共済組合千葉支部　TEL： 043-223-4122
●「債務返済支援保険」は、「だんしん」と同時に申し込むことが必要です。
● 制度内容等の詳細については、当共済組合ホームページに掲載している「団信制度適用申込の手引
　（パンフレット）」をご一読ください。

貸付金残高
500万円の場合 ➡

➡

9,600円／年
（800円／月）だんしん

平均返済月額
1万円の場合

1,200円／年
（100円／月）
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】https://fishbow
lindex.jp/pschiba/  
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